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一
ハ ン ガ ロ フ 歴史博物館所蔵 「ドル ジエ フ 文書」の 分析 を中心に一

浅井　万友美

1　 は じめに

　 ロ シ ア連邦 ブリヤ
ー

ト共和国ウ ラ ン ウデ市の 中心部 に建 つ ハ ン ガ ロ フ 歴史博物館 には，ダラ

イラ マ 13世 （1876− 1933。 以下 ，13世 とする）代に チ ベ ッ トか らブ リヤー ト人チベ ッ ト仏教僧

ア グ ワ ン ドル ジ エ フ （1853154− 1938）な どに宛て て 送 られた 50通 ほどの 書簡が保存 されて い る

（便宜上 ， 以下 で は 「ドル ジエ フ文書」 と総称する）。 近年 その 存在が確認 され，研究者 らの 閲

覧が 可能にな っ た 。 本稿は筆者が 2008 年 3月 に現地で行 っ た史料調査 に もとづ き，同文書の 紹

介 とともに若干の 分析を試み た もの で ある 。

　文書の 詳細 に入る前に， ドル ジ エ フ とい う入物に つ い て簡単に紹介する 。 彼は現 ウ ラ ン ウデ

市北 東の Muhor −Shibirで 身分 の低 い 両親 の もとに生 まれ 15歳で結婚するが，19歳 の と き仏教 を

学びた い と志を立 て故郷 を出て チ ベ ッ トへ 向か っ た 。 ラサ近郊の大寺院で学び，仏教の 学位で

あるゲ シ ェ
ー
位を異例の 速 さ で得 る と同時 に ，ダライラ マ の 教義問答の 訓練にお ける相手役，

教師で ある ツ ェ ン シ ャ プ の 地位に就い た 。 しか し，一説によれば 13世 をと りま く諸勢力の 抗争

に まきこ まれた こ とが原因で，13世の 命を受け 1897年 にチ ベ ッ トを離 れた 。 その後 1904 年に

は ， イギ リス に よる軍事的圧 力を避けて亡 命 しようとす る 13世 をモ ン ゴ ル へ 導 き，さらにサ ン

ク トペ テ ル ブル クで チ ベ ッ トに対する ロ シ ア皇帝の 支援 を求める活動を行 っ た 。 1913年には、

モ ン ゴ ル の 首都 イフ ・フ レーで チベ ッ ト側代表 と してチ ベ ッ ト
・モ ン ゴ ル条約に調印した 。

　こ の ようにチ ベ ッ トと他 国と の 関わ りにお い て重要 な役割をはたす
一

方で ，チ ベ ッ トを離れ

たあとの彼は ブ リヤ ー トを中心 と した地域で ，広 くモ ン ゴ ル の文化や チ ベ ッ ト仏教を守るため

の 活動 に力を注 い だ 。 特に ソ ビ エ ト連邦成立後 に は，1923 年 の ブリヤ
ー

ト
・モ ン ゴ ル ・ソ ビ エ

ト社会主義自治共和国成立に大 きく貢献 し， また仏教信仰 を共産主義思想 と共存 させ るため に

尽力 した 。 1921年か らは駐 ソ 「チ ベ ッ ト公使館代表」と して ，チ ベ ッ トとロ シアの 関係構築に

努め た 。 最後は ス タ
ー

リ ン に よ る大粛清の 中，ス パ イ行為 に よる大逆罪他の か どで逮捕され，

1938年ウ ラ ン ウ デ の 獄 中で亡 くなっ た 。 こ の よ うに ドル ジエ フ の活動範囲はチ ベ ッ トの み な

らず，生地ブ リヤー トを含 むロ シア領内の チベ ッ ト仏教徒の住む地域，また モ ン ゴ ル に広 が っ

て い た 。

　チ ベ ッ ト史にお い て彼の 事績や影響 と して まずあげられ る の は，13 世 とロ シア を結び付けよ

うと努めたこ とである 。 外国人 であ りなが ら 13 世の 信頼 を得，遠 くは なれ た ロ シ ア に 13世の

目を向けさせ た 。 ロ シアの政 治体制が帝政か ら共産主義政権 に替わ り仏教信仰 に とっ て脅威的
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存在 となっ た後 も，チベ ッ トと ロ シ ア の 間を結 ぼうと努めた ， そう した動 きの 一面 を 「ドル ジ

エ フ文書」が明 らかに して い る。後 で少 し詳 しく触れ る ように，「チ ベ ッ ト代表」 と して の 地

位を認め られ た後はサ ン ク トペ テ ル ブ ル ク の 仏教寺院
ω

を拠点に，チ ベ ッ トとの 接触を図 る ロ

シ ア 共産党政権の 思惑 を担い なが ら， 13世の 名代 と して 活動 した。もう 1 点は，彼 の 活動が

英露に よ る 「グ レ
ー

トゲ
ー

ム 」の
一

方の 当事者で あるイ ギ リス の 武装使節団チ ベ ッ ト派遣 を招

い た こ と で あ る 。 英印官憲の 監視をす り抜け ロ シ ア と接触 した彼を，イギ リ ス は U シ ア の ス パ

イで あ る と して 強 く警戒 し，それまで 控えて い たチ ベ ッ ト侵出にふ み きっ た の で ある。こ れ に

よ っ て 13世は亡命を強い られ，5 年余をモ ン ゴ ル や 中国で 支援者 を求めなが ら流浪の 日々 の 中

で過 ごすこ とに なっ た 。

2　「ドル ジエ フ文書」の概要

2．1　史料の 概略 と来歴

　「ドル ジ エ フ文書 」は，13 世や同時代 の チ ベ ッ ト政府枢要メ ン バ ー，チ ベ ッ ト留学中の ブ リ

ヤー ト人仏教僧 な どか ら ドル ジ エ フ ほかに宛て て 送 られ た書簡群で ある
 

。 チ ベ ッ ト語で 書か

れ た 49 件の ほか，4 件の モ ン ゴ ル 語文書を含む 。 す べ て手書きで，多 くに押印が あ り，
一

部は

封筒や そ の代 わ りの 包み紙 とと もに保存され て い る 。 紙は チ ベ ッ ト製 と思わ れ る 半畳近 い 大 き

さ の もの や，罫線の 印刷された大学ノ ー
ト様 の もの など，い くつ か の種類が見 られ る 。 筆記具

はおそ ら くチ ベ ッ トの 伝統的な竹ペ ン な どで，ウ メ ー
に属する い くつ か の 書体が 用 い られ て い

る 。

　 これ らは近年， ロ シ ア科学ア カ デ ミーシベ リア支部 モ ン ゴ ル 学 ・仏教学 ・チ ベ ッ ト学研究所

研 究員，ニ コ ライ・ツ ィ レ ン ピ ロ フ氏 に よ り 「発見」，整理 された もの で ある 。 ドル ジエ フ は前

述の 1937年の 逮捕 の ほか 1918年に も逮捕監 禁され て お り （Andreyev　2003 ，72−73）
（3＞

， そ うし

た際に ロ シ ア 共産党政府内務人民委員部な どに よ っ て行われ た没収
（4）

を免れ た所持 品の
一

部で

ある可能性を指摘で きるが，ハ ン ガ ロ フ 博物館の 所蔵 とな っ た経緯 は確 認で きなか っ た 。 同博

物館の 関係者は文書の 存在を知っ て い たもの の ，こ れ まで 適任者が不在 で 調査され る こ とが な

か っ た 。 それ を ツ ィ レ ン ピ ロ フ氏が依頼され て整理 し，内容確認の うえで 今後史料集と して 出

版する計画で ある とい う。

　新 出の 史料 と して はまず文書 自体の 真偽を判断すべ きで あるが ，現時点で は保留と した い 。

それは ハ ン ガ ロ フ歴 史博物館 と の 契約 にお い て 筆者に許され た の が筆写の み で あ っ たため，現

在筆者の 手元 に文書の 複写が な くt 判 断の 材料 に欠ける ため で ある 。 た だ し， 使わ れ て い る 紙

や筆記具，印章，筆跡，つ づ り，文体，内容な どを調査時 に確認 し，本物で ある 可能性が きわ

め て 高い と推測 して い る。 ッ ィ レ ン ピ ロ フ氏 も同意見で あ る 。

2．2　発信者 と発信時期

　49件の チベ ッ ト語書簡の うちもっ とも多 くを占め る の は 13世か らの もの で 19通，続い て 13

世の寵 臣で その 右腕 と して 近代化政策を推進した こ とで 知られ る大 臣 ツ ァ ロ ン か らの もの が 5
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通，同 じ く政府内で高い 地位 と大きな力を持 っ て い た ス ィ ール ン 職
（5）

の シ ュ
ー

カ ン と内閣か ら

各 2 通の 文書が確認で きる 。 ほ か に ブ リヤ
ー

ト出身で 「チ ベ ッ ト代表」と して の ドル ジエ フ の

補佐役を務め た カ ンギ ュ ル ラ マ から 2 通，パ ン チ ェ ン ラ マ 9世か らと思 われる もの 1 通，また

お そ らく ドル ジ エ フ の 弟子で ある僧た ちか らの もの ，13世か ら ロ シ ア皇帝に宛て た形で ドル ジ

エ フ が代筆 した の で はない か と思われ る草稿 な どが含 まれ ， 不明の もの も 8 通ある 。

　差出人 の こ うした顔ぶ れ を見る と， ドル ジ エ フ が 13 世 を初 め とす る チ ベ ッ ト政府中枢部と

直接の つ なが りを持 っ て い た こ とがわ かる 。 次 に述 べ る ように 「ドル ジ エ フ 文書」の 多 くは

1920 年代半 ば
，

つ ま りドル ジエ フ 離蔵後 20 年以上た っ て か らの もの で ある。 1897年にチ ベ ッ

トを離れて後，彼がラサ に長期間とどまる こ とは な く，また 13世の 亡命 とい う事態や彼 に対

する英印官憲 の 監視の 目が あ っ た こ とか ら，彼 とチ ベ ッ ト要人 との 関係が公然 と維持 されて い

た可 能性は低 い 。 断絶して い た時期が あ っ た と考え られ，それ を裏付けるかの よ うに，チ ベ ッ

ト暦辛酉 （1921）年 9 月 30 日の 発信 日付が記 された DMI8618 には，久 しぶ りの や り取 りで あ

る こ とを示唆する件が ある 。 また，1913年の チ ベ ッ ト・モ ン ゴ ル 条約調印以後，彼がチベ ッ ト

史 の 表舞台に現れ る こ とは ほ とん どな い
。 そ うした 空白時期 を経 て 1920年代 には ツ ァ ロ ン や

シ ュ
ー

カ ン とい っ た，チ ベ ッ ト政界中で外国勢力 と近 しい 立 場 とされる要人 との つ なが りが復

活 して い た こ とを，「ドル ジ エ フ文書」か ら見 る こ とがで きる 。

　差出時期に つ い て は，記 されて い る 日付 に よっ て 1911年から 1927年まで の もの が確認で き

て お り，1924年が 19通 ともっ とも多 く， その 前後の 数年を含め る と半数近 くが 1920 年代半ば

に集中 して い る 。 具体的に は 1914年が 3通， 1911年 と 1913年 ， 1921年 ， 1925 年， 1926 年，

1927年が各 1通で ， 日付欠如 なが ら内容 などか ら推測 して 1924年以降である と思われ る もの

が 6 通，不明なもの も 15 通ほ どある 。

　 1924年が突出 して い る理由 と して は ， まず前年の 1923年末に発生 したパ ン チ ェ ン ラ マ 9 世亡

命事件が あげ られ る 。 1880年代に 起 きたチ ャ ン ドラ
・ダース 入蔵関係者の処罰に起因する ダラ

イ ・パ ン チ ェ ン 両 ラマ の不和 （Dhondup　l986， 5）は ， チ ベ ッ ト政府に よるパ ン チ ェ ン ラ マ 領へ

の 課税 によ りさらに悪化 し，
パ ン チ ェ ン ラ マ に よる抗議の亡命 とい う結果とな っ た 。

パ ン チ ェ

ン ラ マ が外国勢力 と結ん で 自らをおびや かす存在 となる こ とを恐れ た 13世は パ ン チ ェ ン ラマ

に帰国を呼びかけ， ドル ジ エ フ に事態収拾へ の 協力 を依頼 した 。 そ れ を受けて ドル ジ エ フ はパ

ン チ ェ ン ラマ を説得 しよ うと フ レ ーへ ，さらに北京へ と出向い た 。 「ドル ジエ フ 文書」に は ドル

ジ エ フ か ら報告を受けた こ とを述 べ た 13世か らの 書簡や ，ほかにチ ベ ッ トの 内閣や ス ィール ン

か ら の パ ン チ ェ ン ラ マ 問題 に 関する同様 の協力依頼文 も含まれ て い る 。

　1924年に は ドル ジエ フ とチ ベ ッ トを結ぶ大 きなで きごとが，もうひ とつ あ っ た 。 そ れ は ロ シ

ア 共産党中央委員会シベ リア 局付設東方諸民族部モ ン ゴ ル ・
チ ベ ッ ト課課長ボリ ソ フ を団長と

する使節団の ラサ訪問で ある 。 こ れに つ い て は後に また触れるが，ボ リ ソ フ らは到着の 翌 日に

13 世 と面会し，その 後 3 か月ほ どラサに滞在 した 。 チ ベ ッ ト側 は彼 らを公式な来訪者 と して迎

えて い ない が，ドル ジ エ フ と 13世 を直接結ぶ 人物の往来が文書の や り取 りを促進 した可能性が

十分考 えられる 。
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2．3　限定的な性質

　 これ まで
一

般 に存在を知 られ て い なか っ たチ ベ ッ ト語史料 と して，「ドル ジ エ フ文書」 の 持

つ 価値 は大 きい
。 しか し，非常 に限定的な性質 を持 つ こ とも指摘 してお か なけれ ばな らな い 。

まず， 同文書が二 者間の や りとりの うち
一

方向の みの もの で ある とい う点で ある 。 ドル ジ エ フ

か らの返信の
一

部が チ ベ ッ トの どこ か に保存 されて い る可能性 も十分 にあるが，中国で の 档案

等の 公開状況か ら判断して現在それ らを閲覧する機会 を得る こ とは ， 残念 なが ら非常に困難 で

ある 。 また，13世 らチ ベ ッ ト側 と ドル ジ エ フ との 問で は同文書 の ほ かに知人等 を介 した手紙や

口頭の伝言 とい っ た他の 通信手段 も使われてお り，同文書が送 り手 と受け手の 用件お よび意図

をすべ て もれ な く伝えて い る とは考えに くい 。 さらに，同文書が両者 間で 断続的に行 われ た通

信を網羅 して い る確証はな く， ドル ジエ フ 自身ある い は前述の 所持 品押収 を経て 内務人民委員

部等の 第三 者に よっ て選ばれ，残され た もので ある可能性も十分考え られる 。

　こ の よ うな限定的な性質を持 つ もの である上 に，当該文書の 多 くは難解な文体で書かれてお

り，筆者 はまだす べ て を読解で きて い ない 。 分析 も途上 である ため非常に 限定的で留保の多い

状態で あるが，現時点 で何 が読み取れ るか ，以下お もに 13 世か らの 書簡 を中心 に分析 を試み た

い o

3　「ドル ジエ フ 文書」の 内容分析

3．1　文書に記 され た主 な用 件

　上述の ように 「ドル ジ エ フ 文書」の ほ とん どはチ ベ ッ トか ら書き送 られ た，い わば
一

方通行

の もの で ある が，13世の 記 した文面 に は用件の 確認の た め に ドル ジ エ フ か らの 手紙の 内容が

簡単 に くり返 されて い る ことが多 く， ドル ジエ フ の側か らどの よ うなこ とが伝え られたか も知

る こ とがで きる 。 両者 間の 話題 と して もっ と も頻繁に見 られ る の は，パ ン チ ェ ン ラ マ 亡命に関

連する内容で ある 。 上述 の よ うにダライラ マ とパ ン チ ェ ン ラマ の不仲に も遠因が ある こ の 事件

は，チベ ッ トが抱 える国家的難題 だ っ た 。 13 世の み な らずス ィ
ール ン や 内閣がそれぞれ ドル ジ

エ フに対 して問題解決へ の 尽力 を求め て い る の は，パ ン チ ェ ン ラ マ の不在と彼の 動向が それだ

け大 きく深刻な問題 と して と らえ られ て い たか らだろ う。 ドル ジエ フ は彼 らの 要望に応 えて フ

レーや北京 で 活動 し，パ ン チ ェ ン ラマ 説得を試み た 。 そ して，そ の報告や 関連情報をチ ベ ッ ト

に書 き送 っ た 。

引用 1paN

　chen 　de　phyogs　gsang　Phebs　skor 　ru 　rgyal 　du　go　thos　byung ’

phral　khyod　rang 　khu　ral　du
’
byor　te

rnam 　grwa　byams　pa　thogs　med 　dang1　byabs　khnユs　bla　ma 　gnyis　nas 　lcags　skud ’byor　gsal　paN 　chen

pi　cin　du　zla 　8　tshes　l　5　nyin 　phebs　rgyu エ khyod　rang 　ngo 　mjal 　dge　skyon 　zhu 　dgos　brjod　don　ngal 　ba

’dzems　med 　kyi　pi　cin 　du　zla 　8　tshes　l　7　nyin
，byor　pas　ngos 　kyi　gnas　tshu1！blon　bka

，
　so　so

’i　gnas

rgya
’byor　pa
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貴下 （ドル ジエ フ を指す 。 引用者 ； 筆者注 。 以下。引用 内で 引用者 とあ る場合 は筆者 であ

る）は パ ンチ ェ ン ラ マ がそち ら方面 へ 秘密裏に行かれたこ とをロ シア にお い て知るや，自

らクレーへ 出向き，〔そ こ へ 届 い た〕ナム ギ ェ
ー
僧院の チ ャ ン バ トクメ

ーとチ ャ プ ト ゥ
ー

ラ

マ か らの 電信に 「パ ンチ ェ ン ラ マ は 8 月 15 日に北京へ 到着す るので ，面会 して ことの 善悪

を説 い て ほ しい 」 とあ っ たの で ，苦労をい とわず北京へ 〔向か い 〕8 月 17 日に着 い た とこ

ろ，私お よびス ィ
ール ン と内閣とか らそれぞれ手紙が届 い た 〔との こ と〕。 （DM18601 ）

（6）

ドル ジ エ フ はさ らに次の ような活動案を 13世に伝えて い る。

引用 2deng

　skabs 　rgya 　nag 　nang
，khrug　la　brten　gtsang　zhabs 　blo ’

gyur　cha 　rtogs　dka’bas　zhib 　nyan 　bgyis

rtsis　yod　pa／　paN　chen 　la　gzhung　khongs　sa　gnas　phyed　dbang　skor 　rmongs 　zhen 　brdzun　gtam
’bir

grags　skor 　la　lo　rgyus 　khungs　dag　gis　tsha　par　bkram　rtsisf　paN 　chen 　ngo 　mjal 　gyi　dge　skyon 　zhu 　thub

na　dang1　de　min 　mkhan 　mgron 　can 　la　go　bsdur　gang　shes 　byed　rtsis　yod　pa1
……

ru 　dmar　blen　chen

  ara 　h…m 　zhes 　pa　de　gar　chin 　khral　du
’
byor　nas 　rgya 　d…mg 　ching 　bzhag　yod　mus 　la  gzigs　mchog

nas 　phyag　sprel 　tshe　phan　med 　gnod
’
gyur　gyi　rgyu 　rkyen 　rt

’

a　tsung　la　gang　drag　zhu 　rtsis

最近の 中国内の 混乱に よ りツ ァ ン （パ ンチ ェ ン ラ マ を指す。引用者注）の 従者の 心境の 変

化は推測 しがた い の で ，詳 しく聞 い てみ る つ もりであ る こ と。 チ ベ ッ ト政府に属す地域の

うち半分の 支配権がパ ンチ ェ ン ラマ に 〔ある とい う〕話は愚か な思 い こみ で事実無根の デ

マ で ある こ とに つ い て ，信頼すべ き歴 史的事情 を 〔示 して〕新聞に載せ る つ もりで ある こ

と 。 で きれば パ ンチ ェ ン ラ マ に面会 して こ との 善悪 を申し上げた い 〔と思 っ て お り〕，そ

の ほかチキャ プケン ボや ドン ニ ェ ル チ ェ ン モ らとで きるか ぎ り協議 しよ うと思 っ て い る こ

と 。 （中略）ソ ビ エ トロ シ ア の カ ラハ ン とい う大 臣
ω

が そ ちらの チ ン テーに到着 し，中国と

条約 を締結 中で あ り，パ ン チ ェ ン ラ マ が 〔彼 らと〕手を結ん だ場合 に生 じる不利益 と損害

の 理 由を何 とか して 大総統 に伝 える つ もりで あ る こ と。 （DM18601 ）

　すべ てが実行に移 されたか ど うかを 「ドル ジエ フ文書」で確認する こ とは で きな い が，パ ン

チ ェ ン ラ マ 問題 に関 して チベ ッ ト政府側が ドル ジエ フ に対 し大 きな期待を寄せ ，彼が 少なか ら

ぬ労力を もっ てそれ に応 えよ うと したこ とがわかる。そうした経緯を知 っ て の こ とだ ろ う。 ド

ル ジ エ フ は問題の 当事者で ある パ ン チ ェ ン ラ マ ある い は同ラマ に非常に近 い 人物か ら，亡命の

理 由と心情につ い て 詳 しく書かれた 1通 も受 け取 っ て い る （DM18623 ）。

　続い て 「ドル ジ エ フ 文書」に頻繁に現れる の が，仏教信仰 に関わる こ とT 中で も目立 つ の が

ドル ジ エ フ か ら 13 世に対 して 各種の 支援や協力 を依頼 する内容 とそれ に対する 13世の 回答で

ある 。 ドル ジエ フ は ブ リヤー トやサ ン ク トペ テ ル ブル クな どにチ ベ ッ ト仏教寺院 を建立 し，信

仰活動推進とその た め の 環境整備 に努めたが，物質的に も人的に も不足が 多か っ た 。 それ を解

消 しよ うと 13世に支援を求め，13世が回答 して い る例 を次にあげる 。

引用 3de

　ga
’idgon　du　dpal　ldan　smad 　rgyud 　grwa　tshang　gi　phyag　srol　bzhin　rgyud 　grwa　btsugs　par

’
chad

nyan 　slob 　spel　thag　ring 　nas 　gdan　zhu 　ma 　thub　pas　rgyud 　smad 　dge　bshes　shes 　rab 　bzang　po　gtong
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dgos　de　dgon　bzhゴi　ser 　skya 　thun　mong 　nas 　zhu 　rgyu
’i　rten　rin 　dang ’khor　lo　ehe 　ba　gcig　phul

’byor

ltar　rim 　gsal　chog 　pa
……dgon　khag　drug　so 　sor 　bslu　rin 　ji　gnas　phul

‘thus　su 　bka”gyur　cha 　tshang

re 　par
’
debs　gtong 　dgos　skor 噸es 　su 　rim 　gsal　chog 　pa

そち らの 寺にお い て ラサの ギ ュ メ ー寺の 方式通 りに 密教学堂 を創設 したが，仏教の教授 を

行 う阿闍梨 を遠 くか ら招 くこ とがで きない の で ，ギ ュ メ ー寺の ゲシ ェ
ー，シ ェ

ー
ラ プサ ン

ボ を派遣 して ほ しい とい うこ とを 4 つ の 寺の 僧俗の 人 々が揃 っ て願い 出て 〔お り，その た

め の 〕贈 り物 として ，大型 の 金製法輪 を送 っ た 〔との こ と。 それは〕着い てお り，〔要望〕

通 りに追々 明らか に し許可 する。（中略）い くらで あろ うとか かる分だけの代金 を払 うつ も

りなの で カ ン ギ ュ ル の セ ッ トを印刷 し 6 軒の 寺そ れぞ れ に送 っ て ほ し い とい う件は，追々

明 らか に し許可する e （DM18589 ）
〔9〕

　もちろ んす べ て の 依頼を承認 して い るわ けで は な く，次の よ うに 13 世が 厳 しい 言葉を返 して

い る例 も見 られ る 。

引用 4rin

　chen 　bden　pa／　thor　rgod 　sbyin 　pa　tshul　khrims ／chos 　grags　mkhas 　grub　mams 　lha　ram 　sprad 　de

gtong　dgos　skorf 　sa　phag　phan　khyed 　rang 　mtshan 　zhabs 　nas 　kyang 　lha　ram 　ming 　blangs　slob　gnyer　la

blta　bzo　gang　yang　med   g〆bstan　rgy   bshad　sgrub 　dwags　ther　ched 　deng　skabs
’
chad 　nyam 　bzang

zhan 　gyi　lha　ram 　sprod 　gtong　rgyas 　bcad　zin 　don　lam　seng 　sprod 　bde　med

リ ン チ ェ ン デ ン パ と トル グ
ー

トの ジ ン パ ツ
ー

テ ィ ム ，チ ュ
ーター

ケ
ードゥ プ に 〔ゲシ ェ

ー・〕

ラ ラ ンパ 位 を与 え 〔命名式 を〕行 っ て ほ しい と い う件 は，己亥年 （1899 年 。 引用者注）ま

で はツ ェ ン シ ャ プで ある貴下 も，ラ ラ ン パ 位 を取 っ た学習者 に 対 し 〔学習成果 を〕調 べ る

方法が全 くなか っ た が，仏教の 伝統，教 えと実践 を改善す るため に最近は学習 〔成績〕の

良 し悪 しに 〔よ っ て ララ ン パ 位 を与え命名式 を行 うと〕決 まっ て い る 。 よ っ て 〔彼 らに ラ

ラ ン パ 位 を〕す ぐ与える の は容易 なこ とで はない 。 （DM18605 ）
c9）

　また，ドル ジエ フ はロ シ ァ におけるチベ ッ ト仏教信仰 の 状況や環境 に つ い て 13 世 に報告 して

い る 。

引用 5phi

　thir　lha　khang　du　ru 　su 　nang 　par
’
gyur　mi 　re 　gnyis　yod　pa　blo　bzang　bshad　sgrub 　can 　ru　su

’i　skad

yig　shes 　mi 　mams 　nas 　nang 　chos 　slob 　rtsis

ペ トロ グラ
ー ド

（1°）
の寺に仏教 へ 改宗 した ロ シ ア 人が 1，2名い て ， ロ サ ン シ ェ

ー トゥ プ ら

ロ シ ァ語がわかる者たちか ら仏教 を学ぼうとして い る こ と。 （DMl8605 ）

引用 6sbo

　rad 　thu　pa　rnams 　bstan　pa　chos 　lugs　skor 　tshogs　
’du　tshogs　te　dus　bstun　bca

’
khrims 　bcad　par　grwa

rigs　rnams 　
’dUl　khrims　mthun 　khul　yang　bla　grwa

’

ga
，

　re　yul　khrims 　mi 　shes 　skyid 　bde　phal　cher 　mi

，dod　pa

ブ リヤ ートの 人 々 が仏教に 関して会議 を開 き，時代 に合わせ た法規 を制定した （khrims　bcad
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は 「処罰」 を意味す るが，同音異綴 りの khrims　bcas（制定）として読んだ 。 引用者注）と

こ ろ，僧たちは戒律を守 っ て い る ようで あるが，
一部 に地域の法を理解せず幸福 〔な状態〕

をほ とん ど承服しない ラマ や僧侶が い る こ と。 （DM18605 ）

　こ の よ うに共産党統治下の ロ シ ア で ブ リヤ
ー

トや他地域の チ ベ ッ ト仏教信仰者たちが 置かれ

た環境 につ い て述べ る の み で な く，同党の 政策 も積極的にチ ベ ッ トに知 らせ て い る 。

引用 7khyod

　rang 　rgan 　gzhon　bar　gsum 　la　nyer ’

tshe　med 　pas　rgyal 　khag　phan　tshun　la’ang ’
gro　bskyod

chog 　pa
，i　gros　mthun 　byung　ba1　khul　der　rgyu 　nor

’
phel　rgyas 　gang　legs　yod　pa／1cags　bya　lo　phyi

rgyal　khag　la　gros　byel　du
’

gro　mi 　rnams 　da　cha 　tshur　log　gi　dka
’
　ngal 　med 　par　yig　rtsis　slob 　mus1 　khal

mig 　tshogs
’
du　chen 　po　gsum　bgos　te　des　khrims　gsar　byed　bzhin　gyi　deng　skabs 　dmag　zing 　gis　dgon

pa　nyams
，jig　rnams 　nyams 　gso　gsar　rgyag 　dang　’brel　bas　mtshan 　nyid 　grwa　tshang　gsar　tshugs　kyi

dge ’dun　’

phel　rgyas 　ched 　ph皿 　gu　lo　gzhon　rnam 　bsgrigs　bcug1　chu 　khyi　lo　mu 　ge　byung　rung ！ru　si

gzhung　nas 　phan　thabs　kyi　skyon 　med 　byung　ba

貴下たちみ なに被害 はな く，各国間を行 き来 して よ い とい う合意が得 られ たこ と。そ ち ら

の 地域 で は財産が大い に増 えて い る こ と。辛酉年 （1921年。以下の記述 は，カル ム ィ ク人

仏教徒が共産党勢力に よる迫害を避 け， トル コ などに避難 した こ とを指すと考えられ る 。

引用者注）に外国へ 逃げた者たちが今戻 っ て きて，困難もな く教育を受けて い る こ と。カ

ル ム ィ クが大会議 を 3 つ に分け，それ に よっ て新法を施行 して い る とこ ろで あ り，最近は

戦乱で荒廃 した寺院 を修理 し再建する とともに，ツ ェ ニ
ー
学堂 を新設して僧伽発展の ため

幼 い 子 どもたちを出家 させ て い る こ と。壬戌年 （1922年。引用者注）に飢饉が発生 したが

ロ シア政府 の有効 な方策に よ り損害が なか っ た こ と。（DMI8602 ）
“t）

　用件 にはほかに東ア ジアの情勢や ，ロ シア産錦が しば しば取 り上げられて い る 。 また，ロ シ ア

や モ ン ゴ ル ，中国などの 動向とともに，北京で中国側とチ ベ ッ トお よび モ ン ゴ ル に つ い て 協議

して い たソ連大使 カ ラハ ン の 動 き，お よび コ ズ ロ フ の チ ベ ッ ト探検計画も話題に上 っ て い る 。

ピ ョ
ー トル ・

クズ ミ ッ チ ・コ ズ ロ フ はロ シ ア の 地理学者，考古学者で ある と同時に探検家で も

あ り，こ の 頃フ レーな どで チベ ッ ト政府か ら入国許可が出るの を待 っ て い た。西 洋人が チ ベ ッ

トへ 入 る こ とを厳 し く制限 して い たイギ リス の 意向を考慮 しつ つ ，13世は そ の 動 きを注視して

い た 。 ドル ジ エ フ が 13世の 要請 に応 え，彼 らの 動向や 関連情報を知 らせ て い た こ とが わか る 。

　錦 に つ い ての情報がや り取 りされたの は，それ がチ ベ ッ トの 寺院で柱の 装飾用 などに用い ら

れ非常 に貴重な もの とされて い たため であ る。 しか しチ ベ ッ ト内で産せ られな い の で，中国や

日本， ロ シ ア産の ものが珍重 された。「ドル ジエ フ 文書」中，13 世に次い で数が多い ッ ァ U ン

と の 間の 用件 は主 にその チベ ッ ト輸入 の こ とで ある し，1921年ご ろ に パ ン チ ェ ン ラ マ か ら送 ら

れ た可能性の ある 1通は ，錦 に対す るチ ベ ッ ト人の 関心 の 強 さをよ く示して い る （DMI8576 ）。

　 ドル ジエ フ と 13 世 と の 間で 話題 とされた こ うした事柄が，彼 らに とっ て の懸案事項で あっ た

の は疑 い の な い こ とだろ う。 その
一

方で，「ドル ジエ フ 文書」で は語 られ ない 事柄があ っ た こ

とも指摘で きる。同文書の大半が や り取 りされ た時期，つ ま り 1924 年とその 前後t チベ ッ トと
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ロ シア が相手に関 して もっ とも強 く求めて い た情報が追求 されて い ない か らで ある。 それは共

産主義政権に対する 13 世の疑念へ の 回答で あり，ロ シアが 知ろ うとして い たチ ベ ッ ト国内の 情

勢である 。 また，ドル ジ エ フ と 13 世に とっ て 軽視で きなか っ たはずで ある と思われる で きご と

として， 1924年に は 1 月 21 日の レーニ ン死去や ，
モ ン ゴ ル における 5月 20 日の ボグ ド・ハ ー

ン 死去 と 11 月 26 日の 人民共和国成立 t またイギリ ス ほか ヨー ロ ッ パ 各国に よ る ソ ビエ ト社会

主義共和国連邦の 承認な どが あ っ た 。

一
方チ ベ ッ ト国内で は軍 部 と警察の抗争が起 き，軍部の

決起とそれ に対する ダラ イ ラマ に よる処罰 とい う事態が発生 しそ うなきな臭さが漂 っ て い た 。

これに関連 して ，大臣ツ ァ ロ ン が降格 され て もい た 。 同大 臣は ドルジ エ フ 同様 13世の モ ン ゴ ル

亡命に 同行して お り，また錦に大 きな関心 を寄せ て い た 13 世 自身が ，錦を介した ツ ァ ロ ン と ド

ル ジ エ フ の つ なが りを知 らない 可能性 は非常 に低 い 。 13 世 は書簡上 で あえて そ うした 話題に

触れなか っ た もの と考え られ る 。

3．2　「ドル ジエ フ 文書」が示 す 「チベ ッ ト代表」像

　「ドル ジ エ フ文書」 を通 して見 えて くる こ との ひ とつ に，ドル ジエ フ の 「公使館代表」 と して

の 姿が ある 。 次 に やや 詳 しく述 べ る ように ，彼は 1922 年， 13世 に よ っ て ソ ビ エ トロ シ ア にお

けるチベ ッ ト代表に任 じられた 。 また同年末にはロ シァ共産党政権か ら，自身に よる建立の ペ

トロ グラ
ー ドの 仏教 寺院にチベ ッ ト代 表部 を置 くこ とを非公式なが ら認め られ，チ ベ ッ トの 全

権代表 として承認 された （Andreyev　2003，156）。

　パ ン チ ェ ン ラ マ 問題におい て 13世の み ならず内閣や ス ィール ン か らも協力依頼が 行わ れ た

の は、彼が こ うした立場に あ っ たた め で ，その 地位に よっ て 国境 を また い だ迅 速な動 きが 可能に

な っ たの だろ う。 彼 が共産党政権か ら外交官特権を認め られ て お り，特に外国との 往来を許さ

れて い たこ とは 「ドル ジ エ フ文書」に も書かれて い る 。 同ラ マ に面会する ため モ ン ゴ ル や 中国

に 赴 き，カ ラハ ン を通 じて 中華民 国大総統 お よび 当時の 北京政 府で もっ とも強 い 勢力 を持 っ

て い た呉佩孚 にも問題解 決へ の 協力を求め了解を得た と， 13世に報告 して い る （DMl8598 ）。

また，チ ベ ッ ト政府の ある僧官に よ りソ ビ エ トロ シ ア へ 派遣され ，そ こ で言葉や 火薬製造技術

を身に着けた モ ン ゴ ル 人 に対 し，ペ トロ グ ラードの公使館が報酬 を払 っ たこ とが 報告 されてお

り，こ れ も代表 と して の 立場 から行われ た もの と理解で きる。13世に東ア ジア情勢を知らせた

り，チ ベ ッ トに入国 しようとする ロ シア人の 動向を把握 しよ うとした の も同様であろ う。

　 しか し 「公使館代表」の 地位がチ ベ ッ ト政府 に よ っ て 正 式に認め られ た もの だ っ たか どうか

に つ い て は，大 きな疑 問が残 る 。 Andreyev（2003，
156）に よれ ば，13 世 に よる ドル ジ エ フ の 「代

表」任命は後 に彼の 弟子 に対 して 行わ れた尋 問にお ける証言で述べ られ て い る 。 弟子 は師匠か

ら聞い た記憶 か らそう語 っ た と い う。 しか し，任命を伝える 13 世の手紙 自体 はおそ らくまだ

史料 として研 究対象とな っ て い ない 。 また，「ドル ジエ フ 文書」に お い て彼を 「代表」 と位 置

づ ける記述 は見当た らず，彼 へ の 呼称 に 「代表」に該 当す る もの ，あ る い は ダライ ラマ の 「代

理 」を意味する語 も 1922年以後の 書簡 に は見 られない
〔］z〕

。 彼に対す る呼びか けの 語は，彼が

1897年に チ ベ ッ トを離れる前の 役職 であるッ ェ ン シ ャ プ，ある い はそれ に由来する別称の ツ ェ

ニ ー
ケ ン ポ，側近 を意味する クチャ

ーなど の みで ある 。

　さ らにはチ ベ ッ トで彼の 来訪 を懸念す る声が大 きか っ た こ とも，彼の 「代表」職が正式 なも
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の で は なか っ た可能性 を示唆して い る 。 後 で やや 詳 しく述 べ る ように ロ シ ア共産党政権はチ

ベ ッ トへ 使節団を送ろ うと試み，2 度にわた っ て派遣を実施した 。 その第二 陣が前述の ボ リソ

フ らで，1923年 9 月に フ レ・一一に到着 して い た 。 実際には オ イラ ト生 まれの ボリソ フ らが巡礼 を

装 っ て ラサへ 向かお うと して い た の だが，噂と して ドル ジ エ フ と複数の共産主義者か らなる
一

団で ある とい う誤報が ラ サ に達 しt チ ベ ッ ト側 をあわ て させ た 。 13世 は 1924年 3 月付 けの 手

紙 （DMI8607 ）におい て強い 言葉で ドル ジ エ フ の 来蔵を制 し，さ らに内閣とス ィ
ー

ル ン か らも

同趣 旨の 文書 を ドル ジエ フ宛 て に送 らせ て い る （DM18603 ）。 彼が チ ベ ッ トを代表 し 13 世の 代

理 を務める立場で あれば，13世 らが彼 の 行動をあわてて止めなければならない とい う事態は考

えに くい 。

　「チ ベ ッ ト公使館代表」として の立場か らみ れば奇妙なこ とに，ドル ジエ フ はロ シア共産党政

権の 対チ ベ ッ ト政策の 協力者で もあ っ た 。 その ような役割 を持 つ こ とにな っ た発端は，1918年

に彼がカル ム ィ ク周辺で逮捕 された際，革命新政権へ の協力 を釈放の交換 条件 として示 された

こ とが 関係して い る と思 われ る 。 先行研究が指摘 して い る よ うに （Andreyev　2003，　73），イギ リ

ス に好意を持た ない 彼に とっ て，同政権が チ ベ ッ トとの 関係 を進展 させ る の はむ しろ歓迎で き

るこ とだ っ た の で ，その 条件 をの ん だ とみる の が 自然で ある 。

　こ の 頃，同政権 がチベ ッ トに 目をむけた の は主 に経済面 で 資本主義に対抗する ため の 市場 と

して で あ り，20 世紀初頭 以来 とだ えて い た通交 を再 開す る にあた っ て ，まずチ ベ ッ ト情勢を

知 る必要があ っ た 。 その ため に使節派遣が検討 され，すで に共産主義勢力に対 し強い 警戒感を

持 っ て い たチ ベ ッ ト政府 とそ の 官憲の 目 をご まか すため ， ドル ジ エ フ の 助言に従 っ て聖 地 巡礼

の 仏教徒を装 うとい う方法が とられ ル ー
ト作 りなどが行われた 。 使節 は lg22年 と 1924年に ぶ

じラサ まで 達し，13 世謁見を果た した 。 そ れは非公式なものだ っ たが，13世はボ リ ソ フ が 「博

識で ，国家か ら信 頼を得 て い る」人物で あ り，同行の バ ヤ ル トゥ を 「信仰心厚い 」と高 く評価

して い る 。 そ して ，後者が 「現在と将来の さまざまなこ と を内 々 に相談す る の に適 した 人物

で ある」 とい う ドル ジ エ フ の 勧め 通 りに，すで に話 しをす ませ た と ドル ジ エ フ に書き送 っ て い

る
〔13）

。 チベ ッ トと関係 を持 つ に は仏教 に拠 るべ きだ とい う ドル ジ エ フ の や り方が 奏功 した と

い えるだ ろ う。

　先 に述 べ た よ うに， ドル ジ エ フ は ロ シ ア領内の チ ベ ッ ト仏教徒が お かれ た環境 言 い 換えれ

ば ロ シ ア 共産党政府に よる宗教政策の
一面を伝えなが ら，同政権の もとで 歓迎すべ き状況が実

現 して い る こ とを伝えよ うと して い る 。 引用 7 にある カル ム ィ ク の仏教寺院の復興の 様子の ほ

か，ブ リヤ
ー

トでは 「か つ て の 王 や大臣ら〔に よる〕悪 しき法が な くな り」，人 々 が 「『自治』 と

い う権利 を獲得 し て 幸福を享受し平和 に暮ら して 」
（14）

い る と し，さ らに 「ロ シ ア 共産党は弱小

国家の 味方になろ うと して」お り 「チ ベ ッ トに もそ うする と約束 して」い る の で，同党を 「疑

う必要は な い 」 と保証 もして い る 。 そ うした ドル ジ エ フ か ら の情報を受けた 13世は，事情を よ

く理 解した 旨述べ た後， 自らの 師で ある 「プルチ ョ
ー ・チ ャ ン パ ・リ ン ポ チ ェ の お教えの こ と

は私 も承知 して い る」と書い て い る
〔15）

。同 リ ン ポチ ェ は ドル ジ エ フ に先立 っ て親 ロ シ ア 的な

感情を 13世に抱かせ た 人物で ある との 指摘があ り （Andreyev　2003
，
46），そ うだ とすれ ば ドル

ジエ フ は 13世の 師の 言葉を持ち出して まで 13世 に ロ シ ア を信用 させ よ うと図っ た と も考えら

れ る 。

＿59 ＿

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Association for Tibetan Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoclat 二lon 　for 　工 lbetan 　St二udles

一 ダ ラ イ ラ マ 13世 と ア グ ワ ン ドル ジ エ フ
ー

　 なぜ ドル ジエ フ は共産党政府の 宣伝まが い の こ とをしよ うとした の か 。 そ れ は，これ ら の書

簡が書か れ た 1924 年に い たる時期の 共産党内で ，「ソ ビ エ トロ シ ア に つ い て の 正 しい 見方を ラ

サで広め る必 要があ る」 とい う意見が あ り（Andreyev　2003，169），ドル ジエ フ がその 方針 に従 っ

て い たた めで はな い だ ろ うか 。 チ ベ ッ トに書き送 っ た内容は，まさに この 政策に沿 うもの だ っ

た の で はない か と考え られる 。

　 こ こ で い う 「正 しい 見方」 とは必ず しも実態 を指す もの で はな く，ロ シ ア共産党政権 に とっ

て対チ ベ ッ ト的に好 ましい 自画像 つ まりチ ベ ッ トとの 関係構築を積極的に望ん でお り，仏教

徒 に 好 ましい 環境 を整 える用意が ある者 で ある とい う見方 だろ う。 同政権が その よ うな姿勢を

示 す努力 を しなければならなか っ た背景 には， ロ シァ共産党ある い は共産主義その もの に対す

るチ ベ ッ ト人の 不信感が確か に あ っ た。無神論を唱える共産主義に対 しチ ベ ッ ト人が脅威を感

じるの は 自然な こ とだが，前述の よ うに同党に よる カル ム ィ ク人仏教徒へ の 大規模な迫害が行

わ れ る とい う事件が 実際 に起きて い た 。 複数の カ ル ム ィ ク人か ら直接 13 世 らに支援要請の 文

書が送 られた し，彼 らの うちの
一

部がラサに逃れて きたこ とを記 した史料 もある とい い
 

，同

党 に対 して チ ベ ッ ト人た ちが もつ 危機感や不信感は十分な根拠 の ある もの だ っ た とい える 。 ま

た上 記引用 1〜 7 の 文書が 書かれ た 1924 年 に い た る 頃の ドル ジ エ フ の 行動を追 うと，恵 まれた

環境で宗教活動に専念 して い た とは考えに くく，む しろ仏教 と共産主義思 想に協調点を見出そ

うと奔走 して い る様子がか い ま見える。

　「公使館代表」本来の 職務，すなわ ち一
国の 代表として外交活動を行 う姿を 「ドル ジエ フ 文

書」に見 出す の はむずか しい が，彼が非公式 なが らチ ベ ッ トと ソ ビエ トロ シ ァ の どちらか らも

認 め られ ，その 枠組みの 中で 任命国チ ベ ッ トと接受国 ロ シ ア，両者 の 利益 の ため に行動 した具体

的な姿が示 されて い る 。 二 者に仕 える かの よ うな特異 な状況が生 じた理 由は，国籍 として ロ シ

ア 人 であ る と同時に 「チ ベ ッ ト仏教世界」の
一

員で あ る と い う彼 の 2 つ の属性が矛盾 しなか っ

たた めだ ろ う。そ して ，そ の よ うな 二 重 性が存在 しえ た の は，ひ とつ に はチ ベ ッ ト仏教信仰が

行 われて い る領域 を，国境線 とは異な るゆ る い 枠に よ っ て 囲まれ たひ とつ の 有機的な まとま り

とする とらえ方があ り， ドル ジ エ フ が そこに属す こ とに違和 感が持たれ なか っ たか らで は ない

だ ろ うか 。そ の 枠が包摂する範囲は， ドル ジエ フ の 登場 と活躍 に よ っ て 彼以 前の 時代 よ り拡大

して い た 。 か つ て 彼の 最初の 入蔵が国禁 へ の 命の 危険を伴 う違反行為で あ り，また ツ ェ ン シ ャ

プ就任 に彼が外国人で ある とい う理由で 強 く反対す る者が い た こ とを思 い 起 こす時，それは よ

り明 らか であ る 。

　また，清朝期以 来チ ベ ッ トの 国際的な地位が不 明確であ っ た こ と も影響 して い る の で は な い

か と考えられ る 。 チ ベ ッ トが独立 国か それ と も中国の 宗主権下にある
一

地域で ある の か とい う

問題 は未決着の ままだ っ たが ，チ ベ ッ トが独立 国 と して 国際社会で認め られ ，近代官僚制な ど

それ に必要 な体制 を整 えて い た ら， ドル ジエ フ が活躍 する場 は非常 に限 られ た もの に なっ て い

た の だろ う。

4　 ま とめ

こ れまで 見て きた よ うに 「ドル ジ エ フ 文書」は完全な史料とは い い が た い が ，不足や欠陥 を
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把握 した上で注意深 く取 り扱 うこ とに よ り史料 として活用す る こ とが可能で ある と考えられ

る 。 文書学などに も貢献 しうる性質 を備 えたもの で ある と い えよう。

　本稿で は 「ドル ジエ フ文書」の概要 を限定的で はあるが示 した上 で，そ こに書かれ て い る用

件を分析し，さ らに ドル ジエ フ の 「チ ベ ッ ト代表」 として の
一

面 をさぐる こ とを試み た 。 彼の

地 位は公式な もの では なか っ た可能性 が十分に残 っ て い るが，任命国 と接受国い ずれ もの 責務

を負 うとい うむずか しい 立場にあ りなが ら活動 して い た実態 を読み とるこ とがで きた と思 う 。

また，その よ うな二 重性が 可能で あっ た理 由として，国家 の領域 とは必ず しも重 な らない ，

チベ ッ ト仏教を枠組み とする まとまりが意識 され て い た可能性 を示 した 。 少 し違 う見方 をすれ

ば，「僧」の 一般概念 にお さま りきらな い チ ベ ッ ト仏教僧の実像 を見る こ とがで きた ともい え

よ う。

　今後の 課題 と して ，「ドル ジ エ フ 文書」の さ らなる読解，チ ベ ッ ト仏教世界と周辺 の近代国家

との 併存状況，またチベ ッ ト仏教 と世俗化 とい う点にあらわれ る 13世と ドル ジエ フ の方向性の

違 い などに つ い て 明 らかに して い きたい 。

略号表
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ドル ジエ フ に よ り，13 世の 支援と ロ シ ア 政府の 許可 を得 て ，1915年 に完成。

ドル ジ エ フ 以外の 受信者 として，カ ン ギ ュ ル ラ マ ，ワ ン ノ ル な ど の 人物名を確認で き て い る。前

者 は ブ リヤ ー ト出身の ト ゥ ル ク で， ドル ジ エ フ と行動 を共 にするな ど彼 と非常に近 い 人物だ っ

た 。 後者 につ い て は不明 。 また，ドル ジエ フ 以外に 宛 て られ た私信が なぜ 「ドル ジエ フ 文書」に

混 じっ て い る の か に つ い て もt 確認で きて い ない 。

Andreyev 　2003 は ロ シ ア 時代 の ドル ジエ フ とチ ベ ッ トとの関わ りに つ い て，こ れまで の研究史の

中で もっ とも詳細 に 明 らか に し た もの と い え る。著者 ア ン ド レ イ エ フ 自身が 指摘 して い る よ う

に 史料的制約か らチ ベ ッ ト側 の 動向を跡づ ける こ とに は成功 して い ない し，尋問調書とい う取 り

扱い に慎重 さを要する 史料の み に拠 るなど若干安定 さに欠け る 部分もあるが，初出 の ロ シ ア語史

料を多数活用 して お り，それによっ て 初めて 明 らかにされた歴 史的事実は多 い 。 現在参照 しうる

先行研究 として はも っ とも詳 しく，また偏向性の面で も特に 問題が 認め られ ない すぐれ た研究で

ある と考え ら れ る 。

1918 年の 逮捕 は，ロ シ ア共産党 の 当時の 秘密警察組織で ある反革命 ・サ ボ タージ ュ 取締全 ロ シ

ア非常委員会に よ り金品国外持ち出 しの 嫌疑をかけ られた もの で，カ ル ム ィ クか らの 帰途 にお い

て拘束 の 後モ ス ク ワ の 刑務所に護送 された 。 彼 の 所持品は 2 度 目の 逮捕後に刑務所の 病棟 で 亡

くな っ た後，ロ シ ア共産党政府内務人民委員部に よ り押収され た （Andreyev 　2003，361）。

1907 年に新設 されたポス トで，内閣 よ り上位 。

DMI8601 の 全文は以下 の とお り。本文中に引用 した部分は省略しt そ の 旨示 した （以下 同）。

ched 　dong ／　Cla　larn　shing 　byi　bod　z且a　9　tshes　19　nyin 　de　nas　rnam 　grwa　byams　pa　thogs　med 　brgyud　gnas
tshul　spel　

’
byor　yid　ia　

’
drengs／　der　gsal　

’
di　nas 　gnas　song 　der　

’
byor　gang　legs　thog ！（引用 1）dang！gtsang

zhabs 　rnarns 　kyi　gnas　lugs　skor 　mkhan 　mgron 　lo　gsum　dang〆　rnam 　grwa　byams　thogs　kyi　gnas　phul　ltar　gyi
thogl （引用 2 前半）sog 　po　rgyal 　khab　kyi　gdan　zhu 　khy。d　rang 　gd。 ng 　yod　thog　mi 　sna 　ser　skya 　gtong

rtsis！　（引用 2 後半）sogs 　zhib 　nges 　gang　legs　ma 　zad ！ru　rgyal　nas　tshe　ring　rdo 巾
’
am ！sbo 　ri　sogs 　gtong

skabs　bka’dgongs　btang　na ’
grigs　min 　brjod　par　ma 　nyan 　pa

’i　brjod　babs　zhib 　rtogs　khar1　srid　bka
’
i　gnas　lan

rjes
’
bul　zhu 　rgyu 　dang／khu　ral　nas 　grwa　rgyun 　gdong　snyan 　zhu ！ngos 　zhe 　dgu’izhabs ’bu旦rntshon 　byed

btang　bar　skyabs ’jug　dgos　rgyu 　sogs 　de　don　chog 　cing 〆　da　dung　bstan　don　snying 　bcangs　kyl　der　yod　mkhan

mgron 　lo　gsum 　bcas　par　rgyus 　babs　kyi　gsar　
’
gyur　gnas　lugs　byed　phyogs　kyi　mol 　bsdur　zab 　nan 　sngar 　bzhin

yed　pa　yid
’
jags　byed！shing 　byi　bod　zlagtshes 　29　bzang　Por　bris！

特 に申す 。 こ の たび甲子 （1924年 。 引用者注）年 9 月 19 日 に ナ ム ギ ェ
ー僧 院チ ャ ン バ トク メ ー

を通 じ貴下が送 っ た手紙が 届き，〔内容 を〕理解 した 。 そ こ に 〔次の こ とが ら が〕書 い て あ っ た 。

こ ち らか ら送 っ た手紙が 首尾 よ くそ ちら に届い た こ と 。 （引用 D ツ ァ ン の 従者 ら の 状況 に つ い

て はチキ ャ プケ ン ポ，ドン ニ ェ ル チ ェ ン モ ，ロ ツ ァ ワ の 三 役 とチ ャ ム ト
ー

か らの 知 らせ通 りで あ

る こ と。（引用 2 前半）モ ン ゴ ル国か らの 招待 （1924 年 ll 月の モ ン ゴ ル人民共和国建国記念式

典へ の 招待で あると考えられる。引用者注）〔に対 して は〕，貴下が 出席す るとともに 僧俗 の 人 々

を送 る予定で ある こ と。 （引用 2 後半）それ らの こ とは詳 しく理解 した 。 また ロ シ ア か らツ ェ リ

ン ドジェ かポ リ 〔ソ フ〕らが派遣され る際，命令を出すの は よ くない と述べ た が 聞き入れ られ な

か っ た とい う事情は，詳しく理解 した。ス ィ
ール ン と内閣へ の 返信 を後で送る こ と，ク レー

か ら

は 三 大寺の ラ マ を 通 じ て報告を 送 る こ と，私 が 〔ボ グ ド ・ハ ーン の 〕四
．
卜九 日 の 法事に贈 り物

の 代価を 送 っ た こ と に 関 し力添えが必要 で あ る こ と等は そ の 通 り許可す る 。 引 き続 き仏教の こ

とを心に置 き，そ ちらにい るチキ ャ プケ ン ポ，ドン ニ ェ ル チ ェ ン モ ，ロ ツ ァ ワ の 三役に新 しい 情

報 〔を伝え〕，状況へ の 対処方法に つ い て 以前通 り入念に協議する よ う心に留め よ 。 チ ベ ッ ト暦

甲子年 9 月 29 日吉 日に記す。

実際 に は 駐北京 ソ 連大使 。

DM18589 の 全文は 以 下 の とお り。発信 日 の記載はない が，文書全体の 体裁 の 共通性 か らチ ベ ッ

ト暦甲子年 11月 13 日の もの と考えらえる。
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　　 yang　bskyar1　zur 　chung 　nang 　gsal（引用 3前半）・ma 　zad！rgyal 　ba’i　bka”gyur　rin　po　che
’ipar　gzhi　gsar

　　 bsko’i　Zhal　’debs　su　khyod　nas 　rin　dang　
’
khor　lo　che 　ba　gcig　phul　

’
byor　gZiiung　khrar　smin 　bkod　zin 　cing1

　　　（引用 3 後半）rnarns　yid　
’
jags　byedV

　　 追伸 。 別書 きに 〔次の こ とが書かれて い た〕。 （引用 3 前半）また勝者 の お言葉が訳 された もの で

　　 あるカ ン ギ ュ ル の 版木建立へ の 寄付 として ，貴下か ら大型 の 金製法輪 1 点が献上 され 〔こちら

　　　に〕到着 した 。 〔それは〕政府 の 帳簿 に記 載済み で あ る。（引用 3後半）〔こ れ らの こ とを〕心 に

　　 留め る よ うに 。

（9） DMl8605 の 全文 は以下 の と お り。

　　 ched 　don／　da　lam　shing 　byi　bod　zla 　7　tshes　9　nyin 　de　nas 　gnas　tshul　spel 　
’
byor　yid　！a　

’drongs1　der　gsal（引

　　 用 6）dang〆bka”gyur　sprul 　skur 　cho 　lo　bka’shog 　sprad 　rkyen 　khul　der　rgyas　gshom　che 　bas　phyi　nang

　　 thams　cad 　
’dod　mthun 　med 　pa1　de

’i　skor　sbo 　rad 　thu 　pas　zur 　du　skyabs 　zhu 　phul　lugs！　khal　kha
’idpon　rigs

　　 rnams 　nas　brdabs　mnar 　tshod　med 　btang　ba’imthar　thabs’bad　mus   ims　gsar　gyi　rgyab 　bsten　byang　du

　　 yod　pas　rnying 　pa　mgul 　bskyod　ma 　thub　pa　dangtjag　dpon　bstan　pa
’i　rgya1　mtshan 　khal　nub 　phyogs　rgyal　sa

　　
’
（  in　re　yod　p創 鄲 a　yul  ag　gs  by踞 sh   g　ru 　su 　sha 　phyogs　su 　shor 　ba’i　sa 　cha 　lag’byor　yong　rdzogs

　　 bdagX　nang 　khrims　btsan　po　yod　pa／　phyi　dgra
’
jam　la　nang 　mi

’dod　pa　mang 　yang　nus 　mthu 　med 　pas　kho

　　 dzo　lob　de　phyogs　
’

gro　rtsis　byed　pa　e　gtong　snya皿 pa／（引用 5）zhib　nges 　gang　legs　ma 　zad／　sbo 　rad　thu

　　 pa　rgyud 　smad 　dge　bshes　shes　rab　bzang　po　de　gar
’
chad 　nyan 　spel　bar　gtong　dgos　thad／　shes 　rab 　snyilg 　po

　　 rgyud 　stod　du　bsgrigs　zhugs 　dge　bskos　zin 　rjes　yul　byol　song 　ba　de　min 　nam 　snyam 　zhing ！　de　dang　chab 　cig

　　　（引用 4＞cing〆　rgya 　se　
’thag　re　med 　pas　gos　skud 　ma 　rnyed 　pa　zhib 　rtogs1　rgyud 　bsgrigs’gal　rigs　bud　mi

　　 chog 　skor 　lam　ngan 　sgrigs
’dzin’byung　res ’dod　gtam　bden　

’dzin　ma 　dgos／　nub 　kyi　rgyal 　mtshan 　babs　kyin
　　 mdzad 　dgos　thad　col 　chung 　long　gtam　la　yid　dwogs　ma 　dgos　pa　bcas　da　dung　de　phyogs　gsar　gnas　sngar

　　 bzhin　gtong　lugs　yod　pa　yid
’
jags　byed／shing　byi　bod　zla 　7　tshes　28　bzang　Por1

　　 特に 申す。こ の た び 甲子年 7 月 9 日，貴下 が 送 っ た 手紙 が 届 き．〔内容 を〕理解 した。そ こ に 〔次

　　 の こ とが らが〕書 い て あ っ た 。 （引用 6） カ ン ギ ュ ル ・トゥ ル ク に官位 と諭旨を与えた の で そ ち

　　　らの 地域 で は盛大に準備 して い る が，
’
み なが そ ろ っ て 同 じ感情を持 っ てい るわけ で はな い こ と。

　　 それ に つ い て ブ リヤ
ー

ト人がひそかに依頼 した こ と。ハ ル ハ の権力者 らか ら容赦な い 抑圧 が 行

　　　われ た結果，〔様 々 な〕手段が 講じ ら れ て い るが ，北 に新法 の 支援 が あ る た め 旧派 は 動 きが とれ

　　　ない こ と 。 賊長 の テ ン ペ ー
ギ ェ ン ッ ェ ン 〔＝ジ ャ

ー ・ラ マ 。引用者注〕が ハ ル ハ 西部で 王位を

　　 狙 っ て い る こ と。 中国が 三 分 して お り，ロ シ ア が 東方で 失っ た 土地 をす べ て獲得 し領有 して い る

　　　こ と 。 内部 の 規律が厳格 で ある こ と。 外 の 敵はお とな しく中は望 まな い 者が多い けれ ども無力

　　　なため，そち らの 地方へ 行こ うとして い る コ ズ ロ フ を許さない の で はない か とい う考え。（引用

　　 5）そ れ ら は詳 しく理解 した 。 また ブ リ ヤート人 の ギ ュ メ ー寺ゲ シ ェ
ー，シ ェ

ー
ラ プ サ ン ボ をそ

　　　ちらへ 仏教教育の ため に派遣 し て ほ し い と い う件 に つ い て は，ギ ュ トゥ
ー

寺に入 っ たがゲ ク
ー

　　　に捕 らえられ た後に逃亡 した シ ェ
ー

ラプ ニ ン ポ の こ とで はな い か と思 う。それ と同時に 〔依頼

　　 の あ っ た〕（引用 4）錦 を織 らせ る希 望はな い が，手に 入 っ て い ない 絹糸に つ い て 詳しく検討 せ

　　　よ。タ ン トラ学堂 の 秩序に 反する者 らの 追放を禁止 した こ とにつ い て は，悪習を正 し把握 し よう

　　　と い う願 い に よる 〔もの な の で 〕，恣意的な話を真に 受けて は ならな い
。 西方の 勝利旗を降ろ し

　　　なが ら行わねばならない と い うこ と につ い て は，ばかげた事実無根の 話を信 じて はな らない 。

　　 引 き続 きそち らの ニ ュ
ース を以前同様に送る よう心に留め よ 。 チベ ッ ト暦甲子年 7 月 28 日吉 日

　 　 　 に。

（10） サ ン ク トペ テ ル ブ ル ク か ら 1914年に 改称。1924 年か ら は レ ニ ン グ ラー ド。 引用 5 の DMI8605

　　　（1924年）で は 「ピ テ ィ ル 」と表記 されて い る 。

（11） DMI8602 の 全文は以下 の とお り。 発信 日の 記載はな い が，内容か ら判断し て 1922 年以降 の もの

　　　と考えられ る 。

　　 yang　skyar ／　zur 　chung 　nang 　gsal　sngar　ru　su
’i　’og 　tshud　mi 　ngan 　rnams 　rang 　dbang　thob　pas　skal 　pa　bzang

　　 por　yod　pa　dang！dmar　po　shog 　gi　las　khungs　chen 　po　de
’i　srordzin 　gtso　bo　mo 　si   a　pa　zhes 　pa

’igrong

　　
’khyer　du　gnas　pa／（引用 7）zhib 　rtogs　gyur　cing ／　

’di　nas 　kyang　spyi　bye’i　re　don　yid　bsam　ltar　
’
grub　pa

’i
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　　　skyabs
’
jug　gi　rwa 　bar　btsud　zin　pa　yid

’
jags　byedノ

　　　追伸。別 書きに 〔次 の こ と が らが 書か れ て い た。〕先 に ロ シ ア の 支配下 に 入 っ た 悪人 た ち は，自

　　　由を得 た こ とに より幸福 にな っ た こ と。 共産党 の 大規模 な組織の伝統を掌握 して い る中心人物

　　　が モ ス ク ワ とい う都市に い る こ と。 （引用 7）それ らの事情を詳し く承知 した 。 こちらも全体お

　　　よ び個 々 の 希望が思 い ど お りに 成就する ように支援する状態 にある こ とを心 に留め よ 。

（12） 1913 年，内閣発信の DMI8579 に は ，ドル ジ エ フ が か つ て 「ロ ン ド ン ヘ ホ ト ク トの 地位を もっ た

　　　名代 と して い ら っ しゃ っ た」lanDan　la　ho　thuci　go　ming 　thog　sku 　tshab　tu　phebs　zin とい う記述があ

　　　る 。

（13）　　
’d董rbcar 　sbo 　ri　sob 　

Ldi

　bzhin　shes 　yon　ohe 　zhing 〆rgyal 　khab　nas 　yid
“

ches 　byed　pa／sba 　yar　thu　chos 　snang

　　　dkar　khar！　khyod　rang 　gi　slob　mar 　brten　‘phral　phug　gang　ci
’i　skor　nang 　mol 　mdzad 　

‘
thus　de　don　bgyid　zin

　　　（DM18590 ）．

（14）　  ul　der　sngar 　gyi　rgya 】blon　rnams 　kyi　khrims　ngan 　med 　pas　ag 　tho　no 　mi 　zhes 　pa
’i　dbang　thob　nas 　bde

　　　skyid 　kyi　dpal　la　spyod 　pas （DMI8597 ）．

（15）　ru　dmar　‘di　bzhin　rgyal　khab　nyams 　chung 　khag　la　phan　nges 　kyi　bod　du’ang 　de　don　byed　tgyu ’i　khas　blangs

　　 yod　pa／
……

ru 　dmar 　la　blo　dwogs 　mi 　dgos　pa　sogs 　zhib 　nges 　gang　legs　khar〆mkhan 　chen 　yongs
‘dzin　phur

　　　lcog　byams　pa　rin　po　che
’1　zhal 　gdams 　skor 　ngos 　nas 　kyang　blo　rtogs　yod　mus （DMI8598 ）．

（16）　1931年に ドル ジ エ フ の 弟子 に対 して 行われた尋問調書 （Andreyev 　2003，136）。

付 　記

　本稿 の 基礎 とな っ た ウ ラ ン ウ デ市に おける史料調査 は，東京外国語大学大学院教育改革支援プ ロ グ ラ

ム 「高度な言語運用能力に基 づ く地域研究者養成」 の 支援 を得 て 実施 した 。
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